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第１章　通　　則　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第５条 　普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。

 

　２　 　都道府県は、市町村を包括する。

 　  

第６条 　都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

 

　２　 　都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、ま

　　　　た、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入

　　　　したときも、また、同様とする。

 

　３　 　前２項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれ

　　　　を定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。



 

　４　 　前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

　  

第７条 　市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が

　　　　当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なけれ

　　　　ばならない。

 

　２　 　前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、予め自治大臣

　　　　に協議しなければならない。

 

　３　 　都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に

　　　　基き、自治大臣がこれを定める。

 

　４　 　第１項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこ

　　　　れを定める。

 

　５　 　第１項、第３項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議

　　　　会の議決を経なければならない。

 

　６　 　第１項の規定による届出を受理したとき、又は第３項の規定による処分をしたときは、

　　　　自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し

　　　　なければならない。

 

　７　 　第１項又は第３項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

　  

第７条の２ 　法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都

　　　　道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。

　　　　この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予

　　　　めその意見を聴かなければならない。

 

　２　 　前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

　　　　い。

 

　３　 　第１項の規定による処分があつたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示しなければ

　　　　ならない。前条第７項の規定は、この場合にこれを準用する。

　  

第８条 　市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。

1.人口５万以上を有すること。

2.当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸

　数の６割以上であること。

3.商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、



　全人口の６割以上であること。

4.前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市

　としての要件を具えていること。

 

　２　 　町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具え

　　　　ていなければならない。

 

　３　 　町村を市とし又は市を町村とする処分は第７条第１項、第２項及び第５項乃至第７項の

　　　　例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第１項及び第５項乃至第７項の例に

　　　　より、これを行うものとする。

　  

第８条の２ 　都道府県知事は、市町村が第２条第14項の規定によりその規模の適正化を図るのを

　　　　援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町

　　　　村に勧告することができる。

 

　２　 　前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、

　　　　当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の

　　　　関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。

 

　３　 　前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

 

　４　 　都道府県知事は、第１項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとと

　　　　もに、自治大臣に報告しなければならない。

 

　５　 　自治大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ち

　　　　にその旨を通知するものとする。

 

　６　 　第１項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国

　　　　の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。

 

　  

第９条 　市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基き、こ

　　　　れを第251条の規定による調停に付することができる。

 

　２　 　前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界

　　　　が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町

　　　　村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界につい

　　　　て裁定することができる。

 

　３　 　前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に

　　　　交付しなければならない。



 

　４　 　第１項又は第２項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

 

　５　 　第１項の規定による調停又は第２項の規定による裁定により市町村の境界が確定したと

　　　　きは、都道府県知事は、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。

 

　６　 　前項の規定による届出を受理したとき、又は第10項の規定による通知があつたときは、

　　　　自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し

　　　　なければならない。

 

　７　 　前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第７条第１項又は第

　　　　３項及び第６項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該

　　　　告示により生ずる。

 

　８　 　第２項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の

　　　　交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

 

　９　 　市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第１項の規定による調停

　　　　又は第２項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村

　　　　は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第１項又は第２項の規

　　　　定による申請をした日から90日以内に、第１項の規定による調停に付きれないとき、若

　　　　しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第２項の規定

　　　　による裁定がないときも、また、同様とする。

 

　10　 　前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添

　　　　えてその旨を自治大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。

 

　11　 　前10項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場

　　　　合にこれを準用する。

 

　  

第９条の２ 　市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道

　　　　府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。

 

　２　 　前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に

　　　　交付しなければならない。

 

　３　 　第１項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

 

　４　 　第１項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の

　　　　交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。



 

　５　 　第１項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を自治大臣

　　　　に届け出なければならない。

 

　６　 　前条第６項及び第７項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定に

　　　　これを準用する。

　  

第９条の３ 　公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第７条第１項の規定にかかわらず、関係

　　　　市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ち

　　　　にその旨を自治大臣に届け出なければならない。

 

　２　 　公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第７条第３項

　　　　の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て自治大臣がこれを定め

　　　　る。

 

　３　 　公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第９条第１項及び第２項の

　　　　規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第251条の規定による調停に付し、

　　　　又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁

　　　　定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

 

　４　 　第１項若しくは第２項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規

　　　　定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て（干拓を含

　　　　む。以下同じ。）が行なわれる場合においては、前３項の規定にかかわらず、公有水面

　　　　の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれを

　　　　することができる。

 

　５　 　第１項から第３項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を

　　　　経なければならない。

 

　６　 　第７条第６項及び第７項の規定は第１項及び第２項の場合に、第９条第３項、第５項か

　　　　ら第８項まで、第９項前段及び第10項の規定は第３項の場合にこれを準用する。

 　  

第９条の４ 　自治大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該

　　　　埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認める

　　　　ときは、できる限りすみやかに、前２条に規定する措置を講じなければならない。

　  

第９条の５ 　市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の

　　　　議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

 

　２　 　前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなけれ

　　　　ばならない。



第２章　住　　民　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第10条 　市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民と

　　　　する。

 

　２　 　住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひと

　　　　しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

 　  

第11条 　日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する

　　　　普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

 　  

第12条 　日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する

　　　　普通地方公共団体の条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に

　　　　関するものを除く。）の制定又は改廃を請求する権利を有する。

 

　２　 　日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する

　　　　普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

 　  

第13条 　日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する

　　　　普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

 

　２　 　日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する

　　　　普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選

　　　　挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

 

　３　 　日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通

　　　　地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

　  

第13条の２ 　市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関す

る正確な記録を常に整備しておかなければならない。

 



第３章　条例及び規則　　　　　　　　　　　　　　　戻る

 　  

第14条 　普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事務に関し、条例

　　　　を制定することができる。

 

　２　 　普通地方公共団体は、行政事務の処理に関しては、法令に特別の定があるものを除く外、

　　　　条例でこれを定めなければならない。

 

　３　 　都道府県は、市町村の行政事務に関し、法令に特別の定があるものを除く外、条例で必

　　　　要な規定を設けることができる。

 

　４　 　行政事務に関する市町村の条例が前項の規定による都道府県の条例に違反するときは、

　　　　当該市町村の条例は、これを無効とする。

 

　５　 　普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に

　　　　違反した者に対し、２年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料又は

　　　　没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。

 

　６　 　前項の罪に関する事件は、国の裁判所がこれを管轄する。

　  

第15条 　普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関

　　　　し、規則を制定することができる。

 

　２　 　普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体

　　　　の規則中に、規則に違反した者に対し、５万円以下の過料を科する旨の規定を設けるこ

　　　　とができる。

　  

第16条 　普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日

　　　　から３日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

 

　２　 　普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議そ

　　　　の他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から20日以内にこれを公布しな

　　　　ければならない。

 

　３　 　条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日

　　　　から、これを施行する。

 

　４　 　当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項

　　　　は、条例でこれを定めなければならない。

 



　５　 　前２項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規

　　　　程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、

　　　　この限りでない。

 

第４章　選　　挙 　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第17条 　普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投

　　　　票によりこれを選挙する。

 　  

第18条 　日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き３箇月以上市町村の区域内に住所を有する

　　　　ものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及

　　　　び長の選挙権を有する。

 　  

第19条 　普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、別に法

　　　　律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。

 

　２　 　日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の

　　　　被選挙権を有する。

 

　３　 　日本国民で年齢満25年以上のものは、別に法律の定ぬるところにより、市町村長の被選

　　　　挙権を有する。

 　  

第20条乃至第73条　削除

 



第５章　直接請求　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　　第１節　条例の制定及び監査の請求

　　第２節　解散及び解職の請求

第５章　直接請求

　第１節　条例の制定及び監査の請求　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第74条 　普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下本編において「選挙権

　　　　を有する者」という。）は、政令の定めるところにより、その総数の50分の１以上の者

　　　　の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例（地方税の賦課

　　　　徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃の

　　　　請求をすることができる。

 

　２　 　前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表し

　　　　なければならない。

 

　３　 　普通地方公共団体の長は、第１項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意

　　　　見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを

　　　　公表しなければならない。

 

　４　 　第１項の選挙権を有する者とは、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条の規定に

　　　　よる選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、そ

　　　　の総数の50分の１の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録

　　　　が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。

 

　５　 　第１項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方

　　　　公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める

　　　　期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができな

　　　　い。

 

　６　 　選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿

　　　　に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者（条例の

　　　　制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有

　　　　する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。）に委任して、自己の氏名

　　　　（以下「請求者の氏名」という。）を当該署名簿に記載させることができる。この場合

　　　　において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第１項の規定による請求

　　　　者の署名とみなす。

 



　７　 　前項の規定により委任を受けた者（以下「氏名代筆者」という。）が請求者の氏名を条

　　　　例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署

　　　　名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

　  

第74条の２ 　条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を

　　　　市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録され

　　　　た者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選

　　　　挙管理委員会は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証

　　　　明しなければならない。

 

　２　 　市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、

　　　　その日から７日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければな

　　　　らない。

 

　３　 　前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれ

　　　　を告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。

 

　４　 　署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第２項の規定による縦覧期間内に当

　　　　該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

 

　５　 　市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、そ

　　　　の申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、

　　　　その申出を正当であると決定したときは、直ちに第１項の規定による証明を修正し、そ

　　　　の旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定

　　　　したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

 

　６　 　市町村の選挙管理委員会は、第２項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がな

　　　　いとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び

　　　　有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に

　　　　返付しなければならない。

 

　７　 　都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第５項の規定による決定

　　　　に不服がある者は、その決定のあつた日から10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審

　　　　査を申し立てることができる。

 

　８　 　市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第５項の規定による決定に

　　　　不服がある者は、その決定のあつた日から14日以内に地方裁判所に出訴することができ

　　　　る。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告すること

　　　　ができる。

 

　９　 　第７項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を



　　　　受けた日から14日以内に高等裁判所に出訴することができる。

 

　10　 　審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会

　　　　又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付

　　　　しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会

　　　　は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。

 

　11　 　署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受

　　　　理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から100日

　　　　以内にこれをするように努めなければならない。

 

　12　 　第８項及び第９項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄す

　　　　る地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。

 

　13　 　第８項及び第９項の訴えについては、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第43条

　　　　の規定にかかわらず、同法第13条の規定を準用せず、また、同法第16条から第19条まで

　　　　の規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

 

第74条の３ 　条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。

1.法令の定める成規の手続によらない署名

2.何人であるかを確認し難い署名

 

　２　 　前条第４項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選

　　　　挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

 

　３　 　市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めると

　　　　きは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

 

　４　 　第100条第２項、第３項、第７項及び第８項の規定は、前項の規定による関係人の出頭

　　　　及び証言にこれを準用する。

　  

第74条の４ 　条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、４

　　　　年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

1.署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわか

　したとき。

2.交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法

　をもつて署名の自由を妨害したとき。

3.署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町

　村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者

　又は署名運動者を威迫したとき。



　２　 　条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名

　　　　簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取

　　　　した者は、３年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 

　３　 　条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選

　　　　挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができ

　　　　ないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、

　　　　３年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 

　４　 　選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に

　　　　署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の

　　　　氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又

　　　　は虚偽の署名をしたときは、３年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す

　　　　る。

 

　５　 　条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付して

　　　　いない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署

　　　　名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令

　　　　で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、10万円以下の罰

　　　　金に処する。

　  

第75条 　選挙権を有する者（道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方

　　　　面本部の管轄区域内において選挙権を有する者）は、政令の定めるところにより、その

　　　　総数の50分の１以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員

　　　　に対し、当該普通地方公共団体の事務並びに当該普通地方公共団体の長及び教育委員会、

　　　　選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業

　　　　委員会その他法令又は条例に基く委員会又は委員の権限に属する事務の執行に関し、監

　　　　査の請求をすることができる。

 

　２　 　前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

 

　３　 　監査委員は、第１項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、

　　　　これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体

　　　　の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平

　　　　委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会

　　　　又は委員に提出しなければならない。

 

　４　 　前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 

　５　 　第74条第４項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の50分の１の数について、

　　　　第74条第５項から第７項まで及び第74条の２から前条までの規定は、第１項の規定によ



　　　　る請求者の署名について準用する。

第５章　直接請求

　第２節　解散及び解職の請求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第76条 　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の３分の１以上の者の連署

　　　　を以て、その代表者から、普通地方公共同体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公

　　　　共団体の議会の解散の請求をすることができる。

 

　２　 　前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

 

　３　 　第１項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付きなければならない。

 

　４　 　第74条第４項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の３分の１の数について、

　　　　第74条第５項から第７項まで及び第74条の２から第74条の４までの規定は、第１項の規

　　　　定による請求者の署名について準用する。

　  

第77条 　解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第１項の代

　　　　表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、且つ、これを公表するとともに、

　　　　都道府県にあつては都道府県知事及び自治大臣、市町村にあつては市町村長及び都道府

　　　　県知事に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とす

　　　　る。

　  

第78条 　普通地方公共団体の議会は、第76条第３項の規定による解散の投票において過半数の同

　　　　意があつたときは、解散するものとする。

 

第79条 　第76条第１項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の

　　　　一般選挙のあつた日から１年間及び同条第３項の規定による解散の投票のあつた日から

　　　　１年間は、これをすることができない。

　  

第80条 　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の３

　　　　分の１以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に

　　　　対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることがで

　　　　きる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の３分の１以上

　　　　の者の連署を以て、議員の解職の請求をすることができる。

 

　２　 　前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなけれ



　　　　ばならない。

 

　３　 　第１項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなけ

　　　　ればならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さな

　　　　ければならない。

 

　４　 　第74条第４項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の３分の１の数について、

　　　　第74条第５項から第７項まで及び第74条の２から第74条の４までの規定は、第１項の規

　　　　定による請求者の署名について準用する。

　  

第81条 　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の３分の１以上の者の連署

　　　　を以て、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公

　　　　共団体の長の解職の請求をすることができる。

 

　２　 　第74条第４項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の３分の１の数について、

　　　　第74条第５項から第７項まで及び第74条の２から第74条の４までの規定は、前項の規定

　　　　による請求者の署名について、第76条第２項及び第３項の規定は、前項の請求ついて準

　　　　用する。

　  

第82条 　第80条第３項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選

　　　　挙管理委員会は、直ちにこれを同条第１項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会

　　　　の関係議員及び議長に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都

　　　　道府県知事及び自治大臣、市町村にあつては市町村長及び都道府県知事に報告しなけれ

　　　　ばならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

 

　２　 　前条第２項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを

　　　　同条第１項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、且つ、

　　　　これを公表するとともに、都道府県及び市にあつては自治大臣、町村にあつては都道府

　　　　県知事に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とす

　　　　る。

　  

第83条 　普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条第３項又は第81条第２項の規定による

　　　　解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。

　  

第84条 　第80条第１項又は第81条第１項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解

　　　　職の請求は、その就職の日から１年聞及び第80条第３項又は第81条第２項の規定による

　　　　解職の投票の日から１年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第100条

　　　　第６項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者

　　　　に対する解職の請求は、その就職の日から１年以内においても、これをすることができ

　　　　る。

　  



第85条 　政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規

　　　　定は、第76条第３項の規定による解散の投票並びに第80条第２項及び第81条第２項の規

　　　　定による解職の投票にこれを順用する。

 

　２　 　前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行

　　　　うことができる。

　  

第86条 　選挙権を有する者（道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理

　　　　する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者）は、政令の定めるところにより、

　　　　その総数の３分の１以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の長に

　　　　対し、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選挙管理委員若しくは監査委員又

　　　　は公家委員会の委員の解職の請求をすることができる。

 

　２　 　前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表し

　　　　なければならない。

 

　３　 　第１項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、そ

　　　　の結果を同項の代表者及び関係者に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県

　　　　にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告しなければならない。

 

　４　 　第74条第４項の規定は第１項の選挙権を有する者及びその総数の３分の１の数について、

　　　　第74条第５項から第７項まで及び第74条の２から第74条の４までの規定は、第１項の規

　　　　定による請求者の署名について準用する。

　  

第87条 　前条第１項に掲げる職に在る者は、同条第３項の場合において、当該普通地方公共団体

　　　　の議会の議員の３分の２以上の者が出席し、その４分の３以上の者の同意があつたとき

　　　　は、その職を失う。

 

　２　 　第118条第５項の規定は、前条第３項の規定による議決についてこれを準用する。

　  

第88条 　第86条第１項の規定による副知事若しくは助役又は出納長若しくは収入役の解職の請求

　　　　は、その就職の日から１年間及び同条第３項の規定による議会の議決の日から１年間は、

　　　　これをすることができない。

 

　２　 　第86条第１項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職

　　　　の請求は、その就職の日から６箇月間及び同条第３項の規定による議会の議決の日から

　　　　６箇月間は、これをすることができない。



第６章　議　　会　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　　第１節　組　　織

　　第２節　権　　限

　　第３節　招集及び会期

　　第４節　議長及び副議長

　　第５節　委員会

　　第６節　会　　議

　　第７節　請　　願

　　第８節　議員の辞職及び資格の決定

　　第９節　紀　　律

　　第10節　懲　　罰

　　第11節　議会の事務局及び事務局長、

　　　　　　書記長、書記その他の職員

 

第６章　議　　会

　第１節　組　　織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第89条 　普通地方公共団体に議会を置く。

　  

第90条 都道府県の議会の議員の定数は、 

人口70万未満の都道府県にあつては40人とし、 

人口70万以上100万未満の都道府県にあつては人口５万、 

人口100万以上の都道府県にあつては人口七万 

を加えるごとに各〃議員１人を増し、 

120人を以て定限とする。

　 

　２　 　前項の議員の定数は、都にあつては、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得

　　　　た数を限度とて条例でこれを増加することができる。ただし、130人をもつて定限とする。

 

　３　 　前２項の議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。

 

　４　 　前３項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うこと

　　　　ができない。

　  

第91条 　市町村の議会の議員の定数は、左の通りとし、人口20万以上50万未満の市にあつては人

　　　　口10万、人口50万以上の市にあつては人口20万を加えるごとに各〃議員４人を増し、100

　　　　人を以て定限とする。



人口２千未満の町村　　　　　　　１２人

人口２千以上５千未満の町村　　　１６人

人口５千以上１万未満の町村　　　２２人

人口１万以上２万未満の町村　　　２６人

人口５万未満の市及び人口２万以上の町村　３０人

人口５万以上15万未満の市　　　　３６人

人口15万以上20万未満の市　　　　４０人

人口20万以上30万未満の市　　　　４４人

人口30万以上の市　　　　　　　　４８人

 

　２　 　前項の議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。

 

　３　 　前２項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うこと

　　　　ができない。

 

　４　 　第７条第１項又は第３項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村に

　　　　おいては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、条例で、議員の定数を

　　　　増減することができる。但し、新人口に基く第１項の議員の定数を超えて増加すること

　　　　はできない。

 

　５　 　前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の

　　　　議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、

　　　　その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数

　　　　は、当該定数に至るまで減少するものとする。

　  

第92条 　普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

 

　２　 　普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員と兼ねる

　　　　ことができない。

　  

第92条の２ 　普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をし、若しく

　　　　は当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若し

　　　　くは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人又は主と

　　　　して同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準

　　　　ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

　  

第93条 　普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。

 

　２　 　前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選

　　　　挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところに

　　　　よる。



　  

第94条 　町村は、条例で、第89条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会

　　　　を設けることができる。

　  

第95条 　前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

 

第６章　議　　会

　第２節　権　　限  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第96条 　普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

1.条例を設け又は改廃すること。

2.予算を定めること。

3.決算を認定すること。

4.法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、

　使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

5.その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結する

　こと。

6.条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手

　段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けるこ

　と。 

7.財産を信託すること。

8.前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に

　従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

9.負担附きの寄附又は贈与を受けること。

10.法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権

　利を放棄すること。

11.条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる

　こと。

12.普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、

　和解、斡旋、調停役び仲裁に関すること。

13.法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

14.普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。

15.その他法律又はこれに基く政令により議会の権限に属する事項

　２　 　前項に定めるものを除く外、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事

　　　　件につき議会の議決すべきものを定めることができる。



　  

第97条 　普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行

　　　　わなければならない。

 

　２　 　議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共

　　　　団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

　  

第98条 　普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の

　　　　長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方

　　　　労働委員会、農業委員会若しくは監査委員その他法令若しくは条例に基づく委員会若し

　　　　くは委員の権限に属する事務（政令で定めるものを除く。）に関する書類及び計算書を

　　　　検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しく

　　　　は公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は

　　　　条例に基づく委員会又は委員の報告を請求して、これらの事務の管理、議決の執行及び

　　　　出納を検査することができる。

 

　２　 　議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長、

　　　　教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働

　　　　委員会、農業委員会その他法令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員の権限に属す

　　　　る事務（政令で定めるものを除く。）に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を

　　　　請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第２項後段　

　　　（監査の実施に関する政令への委任）の規定を準用する。

　  

第99条 　普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、

　　　　人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委

　　　　員その他法令又は条例に基く委員会又は委員に委任された国、他の地方公共団体その他

　　　　公共団体の事務に関し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人

　　　　事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員

　　　　その他法令又は条例に基く委員会又は委員の説明を求め、又はこれに対し意見を述べる

　　　　ことができる。

 

　２　 　議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を関係行政庁に提出す

　　　　ることができる。

　  

第100条 　普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙

　　　　人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

 

　２　 　民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定がある

　　　　ものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のた

　　　　め選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、

　　　　拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。



 

　３　 　第１項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当

　　　　の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだと

　　　　きは、６箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

 

　４　 　議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、そ

　　　　の者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認

　　　　がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場

　　　　合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。

 

　５　 　議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証

　　　　言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

 

　６　 　当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選

　　　　挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。

 

　７　 　第２項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関

　　　　係人が虚偽の陳述をしたときは、これを３箇月以上５年以下の禁錮に処する。

 

　８　 　前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、

　　　　その刑を滅軽し又は免除することができる。

 

　９　 　議会は、選挙人その他の関係人が、第３項又は第７項の罪を犯したものと認めるときは、

　　　　告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調

　　　　査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

 

　10　 　議会が第１項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対

　　　　し照会し又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければなら

　　　　ない。

 

　11　 　議会は、第１項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内に

　　　　おいて、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超え

　　　　て経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

 

　12　 　政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に

　　　　特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

 

　13　 　都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及

　　　　び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

 

　14　 　議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前２項の規定により送付を受け



　　　　た官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

 

　15　 　前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

 

第６章　議　　会

　第３節　招集及び会期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第101条 　普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。議員定数の４

　　　　分の１以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、

　　　　当該普通地方公共団体の長は、これを招集しなければならない。

 

　２　 　招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては７日、町村にあつては３日までにこれ

　　　　を告示しなければならない。但し、急施を要する場合は、この限りでない。

　  

第102条 　普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

 

　２　 　定例会は、毎年、４回以内において条例で定める回数これを招集しなければならない。

 

　３　 　臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

 

　４　 　臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長が予めこれを告示しなければならな

　　　　い。

 

　５　 　臨時会の開会中に急施を要する事件があるときは、前２項の規定にかかわらず、直ちに

　　　　これを会議に付議することができる。

 

　６　 　普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこ

　　　　れを定める。

 



第６章　議　　会

　第４節　議長及び副議長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る 

　  

第103条 　普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長１人を選挙しなければなら

　　　　ない。

 

　２　 　議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

　  

第104条 　普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務

　　　　を統理し、議会を代表する。

　  

第105条 　普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

　  

第106条 　普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長

　　　　が議長の職務を行う。

 

　２　 　議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

 

　３　 　議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

　  

第107条 　第103条第１項及び前条第２項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行

　　　　う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

　  

第108条 　普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができ

　　　　る。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができ

　　　　る。

 



第６章　議　　会

　第５節　委員会  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第109条 普通地方公共団体の議会は、条例で、 

都にあつては12以内、 

道及び人口250万以上の府県 

並びに人口100万以上の市にあつては８以内、 

人口100万以上250万未満の府県及び人口30万以上100万未満の市にあつては６以内、

人口100万未満の府県及び人口30万未満の市並びに町村にあつては４以内 

の常任委員会を置くことができる。

　 

　２　 　議員は、それぞれ１箇の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会にお

　　　　いて選任し、条例に特別の定がある場合を除く外、議員の任期中在任する。

 

　３　 　常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議

　　　　案、陳情等を審査する。

 

　４　 　常任委員会は、子算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を

　　　　有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

 

　５　 　常任委員会は、当該普通地方公共同体の事務に関する調査又は審査のため必要があると

　　　　認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

 

　６　 　常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、

　　　　これを審査することができる。

第109条の２ 　普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。

 

　２　 　議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除

　　　　くほか、議員の任期中在任する。

 

　３　 　議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。

1.議会の運営に関する事項

2.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

3.議長の諮問に関する事項

　４　 　前条第４項から第６項までの規定は、議会運営委員会について準用する。

  

第110条 　普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。

 

　２　 　特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されて



　　　　いる間在任する。

 

　３　 　特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。但し、議

　　　　会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査するこ

　　　　とを妨げない。

 

　４　 　第109条第４項及び第５項の規定は、特別委員会について準用する。

　  

第111条 　前３条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

 

第６章　議　　会

　第６節　会　　議 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る 

　  

第112条 　普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出

　　　　することができる。但し、予算については、この限りでない。

 

　２　 　前項の規定により議案を提出するに当つては、議員の定数の８分の１以上の者の賛成が

　　　　なければならない。

 

　３　 　第１項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

　  

第113条 　普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を

　　　　開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一

　　　　の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が

　　　　定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達し

　　　　てもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

　  

第114条 　普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、

　　　　その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないと

　　　　きは、第106条第１項又は第２項の例による。

 

　２　 　前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の

　　　　議決によらない限り、その日の合議を閉じ又は中止することができない。

　  

第115条 　普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員３人以上の

　　　　発議により、出席議員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことがで

　　　　きる。

 



　２　 　前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

　  

第115条の２ 　普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当つては、議

　　　　員の定数の８分の１以上の者の発議によらなければならない。

第116条 　この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議

　　　　員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

　２　 　前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

　  

第117条 　普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、

　　　　孫若しくは兄弟柿妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務

　　　　に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、

　　　　議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

　  

第118条 　法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙について

　　　　は、公職選挙法第46条第１項及び第４項、第48条、第68条第１項並びに普通地方公共団

　　　　体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。その投栗の効力に関し異議が

　　　　あるときは、議会がこれを決定する。　

 

　２　 　議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることが

　　　　できる。

 

　３　 　指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうか

　　　　を会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。

 

　４　 　一の選挙を以て２人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を

　　　　適用してはならない。

 

　５　 　第１項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から21日以内に、都道府県

　　　　にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不

　　　　服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。

 

　６　 　第１項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなけ

　　　　ればならない。

 

第119条 　会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。

 

第120条 　普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

　  

第121条 　普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会



　　　　の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、地方労働委員会の委員、農業

　　　　委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基く委員会の代表者又は委員並びにそ

　　　　の委任又は嘱託を受けた者は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出

　　　　席しなければならない。

 

第122条 　普通地方公共団体の長は、議会に、第211条第２項に規定する予算に関する説明書その

　　　　他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

第123条 　議長は、事務局長又は書記長（書記長を置かない町村においては書記）をして会議録

　　　　を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならない。

 

　２　 　会議録には、議長及び議会において定めた２人以上の議員が署名しなければならない。

 

　３　 　議長は、会議録の写を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければなら

　　　　ない。

 

第６章　議　　会

　第７節　請　　願  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第124条 　普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出し

　　　　なければならない。

　  

第125条 　普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委

　　　　員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、

　　　　農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基く委員会又は委員において措置するこ

　　　　とが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、且つ、その請願の処理の経過及

　　　　び結果の報告を請求することができる。

 



第６章　議　　会

　第８節　議員の辞職及び資格の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第126条 　普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、

　　　　閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

　  

第127条 　普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第92条の２の

　　　　規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当する

　　　　かどうかは、議員が公職選挙法第11条、第11条の２若しくは第252条又は政治資金規正法

　　　　（昭和23年法律第194号）第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほ

　　　　か、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の３分の２以上の多数によ

　　　　りこれを決定しなければならない。

 

　２　 　都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道

　　　　府県の区域内に在るときは、そのためにその職を失うことはない。

 

　３　 　第１項の場合においては、議員は、第117条の規定にかかわらず、その会議に出席して

　　　　自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

 

　４　 　第118条第５項及び第６項の規定は、第１項の場合にこれを準用する。

　  

第128条 　普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第202条第１項若しくは第206条第１項

　　　　の規定による異議の申出、同法第202条第２項若しくは第206条第２項の規定による審査

　　　　の申立て、同法第203条第１項、第207条第１項、第210条若しくは第211条の訴訟の提起

　　　　に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間（同法第210条第１項の規定による訴訟

　　　　を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟に

　　　　ついての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取

　　　　り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確

　　　　定するまで又は当該取下げが行われるまでの間）は、その職を失わない。

 



第６章　議　　会

　第９節　紀　　律　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第129条 　普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を

　　　　乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従

　　　　わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させること

　　　　ができる。

 

　２　 　議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を

　　　　閉じ、又は中止することができる。

第130条 　傍聴人か公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公

　　　　共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、

　　　　必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

 

　２　 　傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

 

　３　 　前２項に定めるものを除く外、議長は、傍聴人の取締に関し必要な規則を設けなければ

　　　　ならない。

　  

第131条 　議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起

　　　　することができる。

　  

第132条 　普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、

　　　　又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

　  

第133条 　普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議

　　　　会に訴えて処分を求めることができる。

 



第６章　議　　会

　第10節　懲　　罰  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第134条 　普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反

　　　　した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

 

　２　 　懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

　  

第135条 　懲罰は、左の通りとする。

1.公開の議場における戒告

2.公開の議場における陳謝

3.一定期間の出席停止

4.除名

 

　２　 　懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の８分の１以上の者の発議によらなけ

　　　　ればならない。

 

　３　 　第１項第４号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の３分の２以上の

　　　　者が出席し、その４分の３以上の者の同意がなければならない。

　  

第136条 　普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができな

　　　　い。

　  

第137条 　普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当

　　　　な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席し

　　　　ない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

 



第６章　議　　会

　第11節　議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員　　　　戻る  

　  

第138条 　都道府県の議会に事務局を置く。

 

　２　 　市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

 

　３　 　事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

 

　４　 　事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。但し、町村におい

　　　　ては、書記長を置かないことができる。

 

　５　 　事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

 

　６　 　事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨

　　　　時の職については、この限りでない。

 

　７　 　事務局長及び書記長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。

 

　８　 　書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

 

　９　 　事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の

　　　　勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他

　　　　身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法（昭和25年法律第

　　　　261号）の定めるところによる。



第７章　執行機関　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

第１節　　　通　　則

第２節　　　普通地方公共団体の長

　　第１款　地　　位

　　第２款　権　　限

　　第３款　補助機関

　　第４款　議会との関係

　　第５款　他の執行機関との関係

第３節　　　委員会及び委員

　　第１款　通　　則

　　第２款　教育委員会

　　第３款　公安委員会

　　第４款　選挙管理委員会

　　第５款　監査委員

　　第６款　人事委員会、公平委員会、地方労働

　　　　　　委員会、農業委員会その他の委員会

　　第７款　附属機関

 

第７章　執行機関

　第１節　通　　則 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る 

　  

第138条の２ 　普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議

　　　　会の議決に基く事務並びに法令、規則その他の規程に基く当該普通地方公共団体及び国、

　　　　他の地方公共団体その他公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し

　　　　及び執行する義務を負う。

　  

第138条の３ 　普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、そ

　　　　れぞれ明確な範囲の所筆事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成し

　　　　なければならない。

 

　２　 　普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の

　　　　連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

 

　３　 　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき

　　　　疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

 

第138条の４ 　普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定め



　　　　るところにより、委員会又は委員を置く。

 

　２　 　普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体

　　　　の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則そ

　　　　の他の規程を定めることができる。

 

　３　 　普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として

　　　　自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のため

　　　　の機関を置くことができる。但し、政令で定める執行機関については、この限りでない。

 

第７章　執行機関

　第２節　普通地方公共団体の長 　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る 

　　第１款　地　　位

　　第２款　権　　限

　　第３款　補助機関

　　第４款　議会との関係

　　第５款　他の執行機関との関係

 

第７章　執行機関

　第２節　普通地方公共団体の長

　　第１款　地　　位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　  

第139条 　都道府県に知事を置く。

 

　２　 　市町村に市町村長を置く。

　  

第140条 　普通地方公共団体の長の任期は、４年とする。

 

　２　 　前項の任期の起算については、公職選挙法第259条及び第259条の２の定めるところにる。

　  

第141条 　普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

 

　２　 　普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員と兼ねることがで

　　　　きない。

　  



第142条 　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をし、若しくは当該普通

　　　　地方公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくは委員若

　　　　しくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の

　　　　行為をする法人（当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。

　　　　）の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清

　　　　算人たることができない。

　  

第143条 　普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当する

　　　　ときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普

　　　　通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の２若しくは第252条又は政治資金規正

　　　　法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共

　　　　団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。

　２　 　前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなけ

　　　　ればならない。

 

　３　 　第１項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあ

　　　　つては都道府県知事に審査請求をすることができる。

 

　４　 　前項の審査請求に関する行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第14条第１項本文の

　　　　期間は、第１項の決定があつた日の翌日から起算して21日以内とする。

　  

第144条 　普通地方公共団体の長は、公職選挙法第202条第１項若しくは第206条第１項の規定に

　　　　よる異議の申出、同法第202条第２項若しくは第206条第２項の規定による審査の申立て、

　　　　同法第203条第１項、第207条第１項、第210条若しくは第211条の訴訟の提起に対する決

　　　　定、裁決又は判決が確定するまでの間（同法第210条第１項の規定による訴訟を提起する

　　　　ことができる場合において、当該訴訟が提起きれなかつたとき、当該訴訟についての訴

　　　　えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられ

　　　　たときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで

　　　　又は当該取下げが行われるまでの間）は、その職を失わない。

　  

第145条 　普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都

　　　　道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の

　　　　議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に

　　　　退職することができる。

　  

第146条 　削除  



第７章　執行機関

　第２節　普通地方公共団体の長

　　第２款　権　　限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第147条 　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。

　  

第148条 　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務及び法律又はこれに基く政令

　　　　によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれ

　　　　を執行する。

 

　２　 　前項の規定により都道府県知事の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の

　　　　事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事が管理し及び執

　　　　行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別

　　　　表第３の通りである。

 

　３　 　第１項の規定により市町村長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事

　　　　務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村長が管理し及び執行しな

　　　　ければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第４

　　　　の通りである。

　  

第149条 　普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

1.普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

2.予算を調製し、及びこれを執行すること。

3.地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を

　科すること。

4.決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

5.会計を監督すること。

6.財産を取得し、管理し、及び処分すること。

7.公の施設を設定し、管理し、及び廃止すること。

8.証書及び公文書類を保管すること。

9.前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

　  

第150条 　普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共

　　　　団体の長は、都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大

　　　　臣の指揮監督を受ける。

　  

第151条 　都道府県知事は、その管理に属する行政庁又は市町村長の権限に属する国又は当該都

　　　　道府県の事務につき、その処分が成規に違反し、又は権限を犯すと認めるときは、その

　　　　処分を取り消し、又は停止することができる。

 

　２　 　市町村長は、前項の例により、その管理に属する行政庁の処分を取り消し、又は停止す



　　　　ることができる。

 

第151条の２ 　主務大臣は、国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務の管理若し

　　　　くは執行が法令の規定若しくは主務大臣の処分に違反するものがある場合又はその長の

　　　　事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第８項までに規定す

　　　　る措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置するこ

　　　　とにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知

　　　　事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の

　　　　管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

 

　２　 　主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わ

　　　　ないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべき

　　　　ことを命令することができる。

 

　３　 　主務大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所

　　　　に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することがで

　　　　きる。

 

　４　 　主務大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書

　　　　により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その

　　　　通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

 

　５　 　当該高等裁判所は、第３項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の

　　　　期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があ

　　　　つた日から15日以内とする。

 

　６　 　当該高等裁判所は、主務大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に

　　　　対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

 

　７　 　第３項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

 

　８　 　主務大臣は、都道府県知事が第６項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を

　　　　行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合

　　　　においては、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、

　　　　場所及び方法を通知しなければならない。

 

　９　 　第３項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、１週間とする。

 

　10　 　前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

 

　11　 　主務大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第８項の規定に基



　　　　づき第２項の規定による命令に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該

　　　　判決の確定後３月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執る

　　　　ことができる。

 

　12　 　前各項の規定は、国の機関としての市町村長の権限に属する国の事務の管理若しくは執

　　　　行が法令の規定若しくは主務大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場

　　　　合又はその国の事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定す

　　　　る措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置するこ

　　　　とにより若しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合にお

　　　　いては、前各項の規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」

　　　　とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」

　　　　と読み替えるものとする。

 

　13　 　第３項（前項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の訴えについては、

　　　　行政事件訴訟法第43条第３項の規定にかかわらず、同法第41条第２項の規定は、準用し

　　　　ない。

 

　14　 　前各項に定めるもののほか、第３項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制

　　　　限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

 

　15　 　前各項の規定は、他の法律中にこれらに相当する規定がある場合においては、適用しな

　　　　い。

 　  

第152条 　普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は助役が

　　　　その職務を代理する。この場合において副知事又は助役が２人以上あるときは、予め当

　　　　該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定がないときは席次の上下により、席

　　　　次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより

　　　　定めた順序で、その職務を代理する。

 

　２　 　副知事若しくは助役にも事故があるとき若しくは副知事若しくは助役も欠けたとき又は

　　　　副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に

　　　　事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、当該普通地方公共

　　　　団体の長の指定する吏員がその職務を代理する。

 

　３　 　前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がな

　　　　いときは、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の事務吏員がその職務を代理する。

 

第153条 　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏

　　　　員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

 

　２　 　都道府県知事は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁又は市町村長



　　　　に委任することができる。

 

　３　 　都道府県知事は、その権限に属する事務の一部を市町村の職員をして補助執行させるこ

　　　　とができる。

 

第154条 　普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する。

   

第155条 　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な

　　　　地に、都道府県にあつては支庁（道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。）

　　　　及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。

 

　２　 　支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例で

　　　　これを定めなければならない。

 

　３　 　第４条第２項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置

　　　　及び所管区域にこれを準用する。

 

第156条 　普通地方公共団体の長は、前条第１項に定めるものを除く外、法律又は条例の定める

　　　　ところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

 

　２　 　前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例又は規則でこれを定める。

 

　３　 　第４条第２項の規定は、第１項の行政機関の位置及び所管区域にこれを準用する。

 

　４　 　第１項の行政機関の中で法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなけれ

　　　　ばならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第５の通

　　　　りである。

 

　５　 　都道府県知事は、部内の行政事務に関係のある事項につき、食糧事務所その他の地方行

　　　　政機関の長を指揮監督することができる。

 

　６　 　国の地方行政機関（駐在機関を含む。以下本条中これに同じ。）は、国会の承認を経な

　　　　ければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、

　　　　国においてこれを負担しなければならない。

 

　７　 　前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の

　　　　出張所、警察機関、検疫機関、防衛庁の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並び

　　　　にその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、空港事務所そ

　　　　の他の航空現業官署、地方郵政監察局、地方郵政局、貯金事務センター、簡易保険事務

　　　　センター、郵便局及びこれらの出張所、地方電気通信監理局の出張所、電波観測所、文

　　　　教施設、国立の病院及び寮養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官



　　　　署、港湾建設機関、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、

　　　　これを適用しない。

　  

第157条 　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜

　　　　合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

 

　２　 　前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団

　　　　体の区域内の公共的同体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地

　　　　について事務を視察することができる。

 

　３　 　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要

　　　　な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。

 

　４　 　前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。

 

第158条 　都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都に11局、道及び人口

　　　　400万以上の府県に９部、人口250万以上400万未満の府県に８部、人口100万以上250万未

　　　　満の府県に７部、人口100万未満の府県に６部を置くものとする。

 

　２　 　都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、局部

　　　　の数を増減することができる。この場合においては、第２条第13項及び第14項の規定の

　　　　趣旨に適合し、且つ、国の行政組織及び他の都道府県の局部の組織との間に権衡を失し

　　　　ないように定めなければならない。

 

　３　 　都道府県知事は、前項の規定により第１項の規定による局部の数を超えて局部（室その

　　　　他これに準ずる組織を含む。以下本条において同じ。）を置こうとするときは、あらか

　　　　じめ自治大臣に届け出なければならない。

 

　４　 　都道府県知事は、局部の名称若しくはその分掌する事務を定め、若しくは変更し、又は

　　　　局部の数を増減したとき（前項の規定による届出を行つた場合を除く。）は、遅滞なく

　　　　その旨を自治大臣に届け出なければならない。

 

　５　 　都道府県は、公共事業の経営に関する事務を処理させるため、条例で、必要な組織を設

　　　　けることができる。

 

　６　 　都道府県知事は、その権限に属する事務を分掌させるため、局部の下に必要な分課を設

　　　　けることができる。

 

　７　 　市町村長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で必要な部課を設けること

　　　　ができる。この場合においては、第２条第13項及び第14項の規定の趣旨に適合し、且つ、

　　　　他の市町村の部課の組織との間に権衡を失しないように定めなければならない。



 　  

第159条 　普通地方公共団体の長の事務引継に関する規定は、政令でこれを定める。

 

　２　 　前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、10万円以下の過

　　　　料を科する規定を設けることができる。

 　  

第160条 　削除

 

第７章　執行機関

　第２節　普通地方公共団体の長

　　第３款　補助機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第161条 　都道府県に副知事１人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。

 

　２　 　市町村に助役１人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。

 

　３　 　副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。

 

第162条 　副知事及び助役は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。

 

第163条 　副知事及び助役の任期は、４年とする。但し、普通地方公共団体の長は、任期中にお

　　　　いてもこれを解職することができる。

 

第164条 　公職選挙法第11条第１項又は第11条の２の規定に該当する者は、副知事又は助役とな

　　　　ることができない。

　２　 　副知事又は助役は、公職選挙法第11条第１項の規定に該当するに至つたときは、その職

　　　　を失う。

 

第165条 　普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は助役は、退職しようとするときは、

　　　　その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出な

　　　　ければならない。但し、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

 

　２　 　前項に規定する場合を除く外、副知事又は助役は、その退職しようとする日前20日まで

　　　　に、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。但し、当該普通地方公共団

　　　　体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。



 

第166条 　副知事及び助役は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における

　　　　公安委員会の委員と兼ねることができない。

 

　２　 　第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び助役にこれを準用する。

 

　３　 　普通地方公共団体の長は、副知事又は助役が前項において準用する第142条の規定に該

　　　　当するときは、これを解職しなければならない。

 

第167条 　副知事及び助役は、普通地方公共団体の長を補佐し、その補助機関たる職員の担任す

　　　　る事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。

 

第168条 　都道府県に出納長を置く。

 

　２　 　市町村に収入役１人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をし

　　　　てその事務を兼掌させることができる。

 

　３　 　都道府県は条例で副出納長を、市町村は条例で副収入役を置くことができる。

 

　４　 　副出納長及び副収入役の定数は、条例でこれを定める。

 

　５　 　副出納長及び副収入役は、事務吏員の中から、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。

 

　６　 　出納長及び収入役は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における

　　　　公安委員会の委員と兼ねることができない。

 

　７　 　第141条、第142条、第159条、第162条、第163条本文及び第164条の規定は、出納長及び

　　　　収入役にこれを準用する。

 

　８　 　出納長及び収入役が、前項において準用する第142条の規定に該当するときは、その職

　　　　を失う。その同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長がこれを決定し

　　　　なければならない。

 

　９　 　第143条第２項から第４項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

 

第169条 　普通地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹

　　　　の関係にある者は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役となることが

　　　　できない。

 

　２　 　出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役は、前項に規定する関係が生じた

　　　　ときは、その職を失う。



 

　３　 　出納長又は収入役と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、副出納長又は副収入役

　　　　となることができない。

 

　４　 　副出納長又は副収入役は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

 

第170条 　法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、出納長及び収入役は、

　　　　当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

 

　２　 　前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

1.現金（現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。）の出納及び

　保管を行うこと。

2.小切手を振り出すこと。

3.有価証券（公有財産又は基金に属するものを含む。）の出納及び保管を行うこと。

4.物品（基金に属する動産を含む。）の出納及び保管（使用中の物品に係る保管を

　除く。）を行うこと。

5.現金及び財産の記録管理を行うこと。

6.支出負担行為に関する確認を行うこと。

7.決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。

 

　３　 　副出納長又は副収入役は、出納長又は収入役の事務を補助し、出納長若しくは収入役に

　　　　事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときは、その職務を代理する。副

　　　　出納長又は副収入役が２人以上あるときは、予め当該普通地方公共団体の長が定めた順

　　　　序、又はその定がないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢

　　　　の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

 

　４　 　普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役をしてその事務の一部を副出納長又は副収

　　　　入役に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ち

　　　　にその旨を告示しなければならない。

 

　５　 　副出納長又は副収入役を置かない普通地方公共団体にあつては、普通地方公共団体の長

　　　　は、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたとき

　　　　その職務を代理すべき吏員を定めて置かなければならない。

 

　６　 　出納長若しくは収入役に事故がある場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合におい

　　　　て、副出納長若しくは副収入役（前項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべ

　　　　き吏員を含む。以下本項において同じ。）にも事故があるとき、又は副出納長若しくは

　　　　副収入役も欠けたときは、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の出納員がその職

　　　　務を代理する。

 



第171条 　出納長又は収入役の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、

　　　　町村においては、出納員を置かないことができる。

 

　２　 　出納院は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員のうちから、普通地方

　　　　公共団体の長がこれを命ずる。

 

　３　 　出納員は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役の命を受けて現金の出

　　　　納（小切手の振出しを含む。）若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつか

　　　　さどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつ

　　　　かさどる。

 

　４　 　普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役をしてその事務の一部を出納員に委任きせ、

　　　　又は当該出納員をしてきらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委

　　　　任させることができる。

 

　５　 　前条第４項後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。

 

　６　 　普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役の権限に属する事務を処理させるため、規

　　　　則で、必要な組織を設けることができる。

 

第172条 　前11条に定める者を除く外、普通地方公共団体に吏員その他の職員を置く。

 

　２　 　前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

 

　３　 　第１項の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時又は非常勤の職については、

　　　　この限りでない。

 

　４　 　第１項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、

　　　　服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この

　　　　法律に定めるものを除く外、地方公務員法の定めるところによる。

 

第173条 　前条第１項の吏員は、事務吏員及び技術吏員とする。

 

　２　 　事務吏員は、上司の命を受け、事務を掌る。

 

　３　 　技術吏員は、上司の命を受け、技術を掌る。

  

第173条の２ 　第172条第１項の吏員その他の職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格

　　　　又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共

　　　　団体に置かなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの

　　　　外、別表第６の通りである。



   

第174条 　普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

 

　２　 　専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任

　　　　する。

 

　３　 　専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な

　　　　事項を調査する。

 

　４　 　専門委員は、非常勤とする。

 

第175条 　都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、事務吏員を以てこれに

　　　　充てる。

 

　２　 　前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮

　　　　を受け、その主管の事務を掌理し部下の吏員その他の職員を指揮監督する。

 

第７章　執行機関

　第２節　普通地方公共団体の長

　　第４款　議会との関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第176条 　普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決につ

　　　　いて異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるもの

　　　　を除く外、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することが

　　　　できる。

 

　２　 　前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決

　　　　は、確定する。

 

　３　 　前項の規定による議決については、出席議員の３分の２以上の者の同意がなければなら

　　　　ない。  

　４　 　普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に

　　　　違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付

　　　　し又は再選挙を行わせなければならない。

 

　５　 　前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則

　　　　に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては自治大臣、市町村長にあつては都



　　　　道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査を申し立てるこ

　　　　とができる。

 

　６　 　前項の規定による申立てがあつた場合において、自治大臣又は都道府県知事は、審査の

　　　　結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認

　　　　めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

 

　７　 　前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日か

　　　　ら60日以内に、裁判所に出訴することができる。

 

第177条 　普通地方公共団体の議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないもの

　　　　があると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さ

　　　　なければならない。

 

　２　 　議会において左に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこ

　　　　れに伴う収入についても、また、前項と同様とする。

1.法令により負担する経費、法律の規定に基き当該行政庁の職権により命ずる経費

　その他の普通地方公共団体の義務に属する経費

2.非常の災害に困る応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防の

　ために必要な経費

　３　 　前項第１号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額した

　　　　ときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上して

　　　　その経費を支出することができる。

 

　４　 　第２項第２号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額し

　　　　たときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができ

　　　　る。

 

第178条 　普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした

　　　　ときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

　　　　この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議

　　　　会を解散することができる。

 

　２　 　議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期

　　　　間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信

　　　　任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたとき

　　　　は、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日に

　　　　おいてその職を失う。

 

　３　 　前２項の規定による不信任の議決については、議員数の３分の２以上の者が出席し、第



　　　　１項の場合においてはその４分の３以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者

　　　　の同意がなければならない。

 

第179条 　普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条但書の場合においてなお会議を開

　　　　くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認め

　　　　るとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体

　　　　の長は、その議決すべき事件を処分することができる。

 

　２　 　議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

 

　３　 　前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれ

　　　　を議会に報告し、その承認を求めなければならない。

 

第180条 　普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定した

　　　　ものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

 

　２　 　前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告

　　　　しなければならない。

 

第７章　執行機関

　第２節　普通地方公共団体の長

　　第５款　他の執行機関との関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第180条の２ 　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団

　　　　体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若

　　　　しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属す

　　　　る機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの

　　　　執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で

　　　　定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

　 

第180条の３ 　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、

　　　　吏員その他の職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の

　　　　管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若し

　　　　くはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従

　　　　事させることができる。

　 



第180条の４ 　普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、そ

　　　　の相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体

　　　　の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関

　　　　（以下本条中「事務局等」という。）の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれら

　　　　の職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告するこ

　　　　とができる。

 

　２　 　普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数

　　　　又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定め

　　　　るものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとす

　　　　る場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

 



第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る

　　第１款　通　　則

　　第２款　教育委員会

　　第３款　公安委員会

　　第４款　選挙管理委員会

　　第５款　監査委員

　　第６款　人事委員会、公平委員会、地方労働

　　　　　　委員会、農業委員会その他の委員会

　　第７款　附属機関

 

第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員

　　第１款　通　　則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第180条の５ 　執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければなら

　　　　ない委員会及び委員は、左の通りである。

1.教育委員会

2.選挙管理委員会

3.人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会

4.監査委員

　２　 　前項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなけ

　　　　ればならない委員会は、左の通りである。

1.公安委員会

2.地方労働委員会

3.収用委員会

4.海区漁業調整委員会

5.内水面漁場管理委員会

　３　 　第１項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなけ

　　　　ればならない委員会は、左の通りである。

1.農業委員会

2.固定資産評価審査委員会

　４　 　前３項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律

　　　　により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当つては、当

　　　　該普通地方公共団体の長が第158条第１項、第２項若しくは第６項又は第７項の規定によ



　　　　り設けるその局部若しくは分課又は部課の組織との間に権衡を失しないようにしなけれ

　　　　ばならない。

 

　５　 　普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非

　　　　常勤とする。

 

　６　 　普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に

　　　　関し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につきその

　　　　団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対しその職務に関し

　　　　請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人（当該普通地方公共団

　　　　体が出資している法人で政令で定めるものを除く。）の無限責任社員、取締役若しくは

　　　　監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

 

　７　 　法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が

　　　　前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、

　　　　その選任権者がこれを決定しなければならない。

 

　８　 　第143条第２項から第４項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

 

第180条の６ 　普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律

　　　　に特別の定があるものは、この限りでない。

1.普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。

2.普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

3.地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。

4.普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

第180条の７ 　普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普

　　　　通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはそ

　　　　の管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第252条の19第１項に規

　　　　定する指定都市の区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任

　　　　し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関たる職員若しくはその管理に属する行政

　　　　機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させ

　　　　ることができる。但し、政令で定める事務については、この限りではない。

 



第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員

　　第２款　教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第180条の８ 　教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、

　　　　学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関す

　　　　る事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこ

　　　　れを執行する。

 

　２　 　前項の規定による事務の中教育委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共

　　　　団体の事務で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより教育委員会が管理し及び

　　　　執行しなければならないものは、都道府県の教育委員会にあつては別表第３、市町村の

　　　　教育委員会にあつては別表第４の通りである。

 

　３　 　教育委員会の任命する職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有

　　　　するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置かな

　　　　ければならないものは、別表第６の通りである。

 

第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員

　　第３款　公安委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第180条の９ 　公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

 

　２　 　都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察

　　　　官、事務吏員、技術吏員その他の職員を置く。

 

　３　 　公安委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又

　　　　はこれに基く政令の定めるところにより公安委員会が管理し及び執行しなければならな

　　　　いものは、別表第３の通りである。

 

　４　 　都道府県警察の職員の中法律の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこ

　　　　れに基く政令の定めるところにより都道府県に置かなければならないものは、別表第６

　　　　の通りである。

 



第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員

　　第４款　選挙管理委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第181条 　普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

 

　２　 　選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

 

第182条 　選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識

　　　　見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

 

　２　 　議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のう

　　　　ちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたとき

　　　　も、また、同様とする。  

　３　 　委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠す

　　　　る。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であると

　　　　きは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

 

　４　 　法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処

　　　　せられた者は、委員又は補充員となることができない。

 

　５　 　委員又は補充員は、それぞれその中の２人が同時に同一の政党その他の政治団体に属す

　　　　る者となることとなつてはならない。

 

　６　 　第１項又は第２項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者

　　　　が前項の制限を超えて選挙きれた場合及び第３項の規定により委員の補欠を行えば同一

　　　　の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事

　　　　項は、政令でこれを定める。

 

　７　 　委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。

 

　８　 　委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直

　　　　ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

 

第183条 　選挙管理委員の任期は、４年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。

 

　２　 　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

　３　 　補充員の任期は、委員の任期による。

 



　４　 　委員及び補充員は、その選挙に関し第118条第５項の規定による裁決又は判決が確定す

　　　　るまでは、その職を失わない。

 

第184条 　選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第180条の５第６項の規定に該当する

　　　　とき又は第182条第４項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有

　　　　無又は第180条の５第６項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第11

　　　　条若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため選挙権を有しな

　　　　い場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。

 

　２　 　第143条第２項から第４項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

 

第184条の２ 　普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪え

　　　　ないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適

　　　　しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することかできる。この場合

　　　　においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

 

　２　 　委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

 

第185条 　選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得

　　　　なければならない。

 

　２　 　委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

 

第185条の２ 　選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

　　　　も、同様とする。

 

第186条 　選挙管理委員会は、法律又はこれに基く政令の定めるところにより、当該普通地方公

　　　　共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係の

　　　　ある事務を管理する。

 

　２　 　都道府県の選挙管理委員会は、市町村の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合にお

　　　　いては、第151条第１項の規定を準用する。

 

　３　 　第１項の規定により選挙管理委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団

　　　　体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより選挙管理委員会が管理

　　　　しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、都道

　　　　府県の選挙管理委員会にあつては別表第３、市町村の選挙管理委員会にあつては別表第

　　　　４の通りである。

 

第187条 　選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

 



　２　 　委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

 

　３　 　委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職

　　　　務を代理する。

 

第188条 　選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があると

　　　　きは、委員長は、これを招集しなければならない。  

　  

第189条 　選挙管理委員会は、２人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

 

　２　 　委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一

　　　　身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある

　　　　事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たとき

　　　　は、会議に出席し、発言することができる。

 

　３　 　前項の規定により委員の数が減少して第１項の数に達しないときは、委員長は、補充員

　　　　でその事件に関係のないものを以て第182条第３項の順序により、臨時にこれに充てなけ

　　　　ればならない。委員の事故に因り委員の数が第１項の数に達しないときも、また、同様

　　　　とする。

 

第190条 　選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、

　　　　委員長の決するところによる。

 

第191条 　都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管

　　　　理委員会に書記その他の職員を置く。

 

　２　 　書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職につ

　　　　いては、この限りでない。

 

　３　 　書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第180条の３の規定による職員は上

　　　　司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

 

第192条 　第150条の規定は、選挙管理委員会にこれを準用する。

  

第193条 　第127条第２項、第141条第１項及び第166条第１項の規定は選挙管理委員に、第153条

　　　　第１項、第154条及び第159条の規定は選挙管理委員会の委員長に、第172条第２項及び第

　　　　４項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員にこれを準用する。

 

第194条 　この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な

　　　　事項は、委員会がこれを定める。

 



第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員

　　第５款　監査委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第195条 　普通地方公共団体に監査委員を置く。

 

　２　 　監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては４人とし、その他の市にあ

　　　　つては条例の定めるところにより３人又は２人とし、町村にあつては２人とする。

　  

第196条 　監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方

　　　　公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（以

　　　　下本款において「識見を有する者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。

　　　　この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、監査委員の定数が４人の

　　　　ときは２人又は１人、３人以内のときは１人とするものとする。

 

　２　 　識見を有する者のうちから選任きれる監査委員の数が、３人である普通地方公共団体に

　　　　あつては少なくともその２人以上は、２人である普通地方公共団体にあつては少なくと

　　　　もその１人以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でな

　　　　ければならない。

 

　３　 　監査委員は、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができない。

 

　４　 　識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。

 

　５　 　都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任きれる監査委

　　　　員のうち少なくとも１人以上は、常勤としなければならない。

 

第197条 　監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては４年とし、議

　　　　員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任される

　　　　までの間は、その職務を行うことを妨げない。

 

第197条の２ 　普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと

　　　　認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があ

　　　　ると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合におい

　　　　ては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

 

　２　 　監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

 

第198条 　監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければな

　　　　らない。

 



第198条の２ 　普通地方公共団体の長又は副知事若しくは助役と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係

　　　　にある者は、監査委員となることができない。

 

　２　 　監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

 

第198条の３ 　監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、

　　　　監査をしなければならない。

 

　２　 　監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

　　　　する。

 

第199条 　監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経

　　　　営に係る事業の管理を監査する。

 

　２　 　監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体

　　　　の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務（政

　　　　令で定めるものを除く。）の執行について監査をすることができる。この場合において、

　　　　当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 

　３　 　監査委員は、第１項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共

　　　　団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は

　　　　同項に規定する事務の執行が第２条第13項及び第14項の規定の趣旨にのつとつてなされ

　　　　ているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

 

　４　 　監査委員は、毎会計年度少くとも１回以上期日を定めて第１項の規定による監査をしな

　　　　ければならない。

 

　５　 　監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第１項の

　　　　規定による監査をすることができる。

 

　６　 　監査委員は、主務大臣若しくは都道府県知事又は当該普通地方公共団体の長から当該普

　　　　通地方公共団体の事務又は当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権

　　　　限に属する事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について

　　　　監査をしなければならない。

 

　７　 　監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、

　　　　当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他

　　　　の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的授助に係るもの

　　　　を監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるも

　　　　の、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普

　　　　通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公



　　　　共団体が第244条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものについて

　　　　も、また、同様とする。

 

　８　 　監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関

　　　　係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることが

　　　　できる。

 

　９　 　監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを主務大臣若しくは都道府県知事

　　　　又は普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人

　　　　事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又

　　　　は条例に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

 

　10　 　監査委員は、調査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体

　　　　の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添

　　　　えてその意見を提出することができる。

 

　11　 　第９項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、

　　　　監査委員の合議によるものとする。

 

　12　 　監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に

　　　　関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、

　　　　人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会又は農業委員会その他法

　　　　令若しくは条例に基づく委員会若しくは委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監

　　　　査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。

　　　　この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

　  

第199条の２ 　監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一

　　　　身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある

　　　　事件については、監査することができない。

 

第199条の３ 　監査委員は、その定数が４人又は３人の場合にあつては識見を有する者のうちか

　　　　ら選任きれる監査委員の１人を、２人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任

　　　　される監査委員を代表監査委員としなければならない。

 

　２　 　代表監査委員は、監査委員に関する庶務を処理する。

 

　３　 　代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が

　　　　４人又は３人の場合にあつては代表監査委員の指定する監査委員が、２人の場合にあつ

　　　　ては他の監査委員がその職務を代理する。

 

第200条 　都道府県の監査委員に事務局を置く。



 

　２　 　市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

 

　３　 　事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

 

　４　 　事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。

 

　５　 　事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。

 

　６　 　事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職

　　　　については、この限りでない。

 

　７　 　事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第180条の３の規定による職員

　　　　は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。

 

第201条 　第141条第１項、第154条、第159条、第164条及び第166条第１項の規定は監査委員に、

　　　　第153条第１項の規定は代表監査委員に、第172条第４項の規定は監査委員の事務局長、

　　　　書記その他の職員にこれを準用する。

 

第202条 　この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査委員に関し必要な事項は、

　　　　条例でこれを定める。

 

第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員

　　第６款　人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第202条の２ 　人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、

　　　　企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件

　　　　に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な

　　　　措置を講ずる。

 

　２　 　公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及

　　　　び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

 

　３　 　地方労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び

　　　　証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議の斡



　　　　旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。

 

　４　 　農業委員会は、別に法律の定めるところにより、自作農の創設及び維持、農地等の利用

　　　　関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。

 

　５　 　収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行

　　　　い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁

　　　　業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定

　　　　めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の

　　　　事務を行う。

 

　６　 　第３項及び第４項の規定により地方労働委員会又は農業委員会の権限に属する国、他の

　　　　地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところに

　　　　より地方労働委員会又は農業委員会が管理し及び執行しなければならないものは、地方

　　　　労働委員会にあつては別表第３、農筆委員会にあつては別表第４の通りである。

 

　７　 　農業委員会の任命する職員中法律又はこれに基く政令の定める特別の資格又は職名を有

　　　　するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村に置かなければなら

　　　　ないものは、別表第６の通りである。

 

第７章　執行機関

　第３節　委員会及び委員

　　第７款　附属機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戻る  

　  

第202条の３ 　普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条

　　　　例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行

　　　　う機関とする。

 

　２　 　附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

 

　３　 　附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属す

　　　　る執行機関において掌るものとする。

 

　４　 　附属機関の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより普通地方公共団体に置か

　　　　なければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第

　　　　７の通りである。

 


